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令和４年度第１回 神奈川県子ども・子育て会議 議事録 

 

             日時：令和４年４月 21 日（木） 10 時 00 分～11 時 30 分 

             場所：Web 会議システム「Zoom」利用によるオンライン開催 

 

・ 松谷部長より、委員数 21 名中、17 名が出席し、定足数を満たしていることを説明した。 

・ 橋本局長より開会のあいさつを行った。 

・ 委員（第５期）及び事務局職員の紹介を行った。 

 

○鬼頭会長 

鬼頭でございます。それではただいまより令和４年度第１回神奈川県子ども・子育て会議

を開催させていただきたいと思います。 

本日は、ご案内のとおり「かながわ子どもみらいプランの中間年の見直し」についてご審

議いただくことになっております。それでは早速、事務局より、議題の資料につきまして説

明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○後明次世代育成課長 

【資料１に基づき説明（かながわ子どもみらいプランの中間年の見直しついて）】 

※ 資料１のうち、p.24・25（「医療的ケア児等の家族の休息支援」部分）については、

障害福祉課職員が説明、p.26・27 については子ども家庭課職員が説明 

 

○鬼頭会長 

説明をどうもありがとうございました。 

ただいま、子どもみらいプランの見直しの背景、それから、その考え方について説明いた

だきまして、また新しい課題として、ヤングケアラーとか、ケアリーバーというような課題、

医療的ケア児支援といった新しい要素についても説明していただきました。 

最後にスケジュールということでございましたが、これから 30 分程度あると思いますの

で、どうぞ、ご自由にご発言をいただきたいと思います。 

冒頭説明ありましたように、この表示機能を使って手を挙げていただくのが一番確実でし

ょうか。お 1 人お 1 人指名させていただくという手もありますけれども最初にまず、これは

という、ご質問ある方からどうぞご自由に発言をいただきたいと思います。 

山重委員はまだ入っていらっしゃらないでしょうか。 

 

○山重専門委員 

授業があったものですから、途中からの参加となってしまい申し訳ありません。 

 

○鬼頭会長 

見直しのポイントというのは、計画と実績の間で 10％以上の開きがないから、特にその限

りでは見直す必要はないということかも知れませんが、限りなく、90.2％のように低いとこ

ろがある。そういうところが非常に手薄になっているということが冒頭の説明でありまして、
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前回会議での山重委員のご説明では、やはりこれは問題あるぞというお話で、どうしたって

見直しをしなきゃいけないということになったと思いますが、山重委員からそこにつきまし

て、説明いただければと思いますがいかがでしょうか。 

 

○山重専門委員 

資料でその点に言及していただいたことを理解したのですが、ちょっと待っていただきま

すでしょうか。また後程、申し上げます。 

 

○鬼頭会長 

分かりました。佐藤委員、手を挙げていらっしゃいますね。よろしくお願いします。 

 

○佐藤委員 

今回の見直し案の中で、今、大きな課題になっているヤングケアラーの関係等を盛り込ん

でいただきましたことはありがたいと思っています。具体的にケアリーバー支援のところな

のですが、令和３年 11 月から実施ということで、「自立後の生活体験支援」というものが

ありますが、具体的にどういった支援を想定されているのかということを教えていただけれ

ばと思います。 

 

○鬼頭会長 

それでは、ご担当の課の方からご説明いただけますか。 

 

○小森主幹（子ども家庭課） 

子ども家庭課、小森でございます。 

「自立後生活体験支援」でございますけれども、これは児童養護施設等に入所している間

に、いわゆるひとり暮らしの生活の練習、体験をするといったものをイメージしておりまし

て、施設の職業指導員と連携しながら、そうした対応、体験的なものを実施していくという

ものになっております。 

 

○佐藤委員 

ありがとうございます。そうすると、仮のひとり暮らし体験をするということになると思

いますが、例えば借りるお部屋などは、施設内という想定なのか、それとも外に借りるよう

な想定なのかその辺りはいかがでしょうか。 

 

○小森主幹（子ども家庭課） 

施設内でもそういった設備を整えているところがございますので、そういったところがあ

る場合には、それを活用し、難しい場合には、またどこか場所を検討しながらやっていくと

いうのを想定しているところです。 

 

○佐藤委員 

分かりましたありがとうございます。 
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○鬼頭会長 

ありがとうございました。他に手を挙げていらっしゃる方いらっしゃいますか。 

吉田委員お願いいたします。 

 

○吉田正幸委員 

ちょっとピント外れたらご容赦いただきたいのですが、県が行う中間年見直しについて、

特に教育・保育を中心に需要と供給という点でいうと、市町村計画の積み上げということに

なりますので、当然市町村との関わりを相当意識してこの中間見直しをしないと、県だけで

やれるものではないというふうに考えています。その際、前回の第１期事業計画の時はどち

らかというと待機児童問題が中心で、予想以上に２号・３号の保育需要が膨らんで供給が足

りない、それが待機児童につながったので、２号・３号を中心に供給増しよう、その時に保

育士も足りないから人材確保しなければいけないと、そのようなベクトルだったと思うので

すが、おそらくこれから先はむしろ少子化がさらに加速し、需要よりも供給が上回って、施

設の定員割れが各地に出てくる状況が予想され、地域によって相当スピードが速い可能性が

出てくる。市町村によっては公立施設の統廃合を迫られたり、民間も含めて利用定員を相当

動かしていかなければいけないということが想定されますが、一方で地域によっては引き続

き待機児童がいるという地域間格差がかなり出てくるという問題があります。一方で、待機

児童が全体としてはかなり縮んでいくので、いい意味でマンパワーも、施設的にもハード面

でも少しその部分ゆとりが出るので、それを教育・保育の質の向上と、それから地域子育て

支援にかなりまわしていこうと、国も基本的にその方向になっていますので、そういう意味

では中間年見直しにあたって、10％以上の乖離に着目するだけではなくて、県内市町村が、

いい意味でちゃんとした方向で、自分の町の計画を軌道修正し、かつ供給が過剰になって需

要が縮んでいくと、その部分をどういうふうに受け止めるかということ、大げさに言うとあ

る種の「理念」というか、方向性を県として、県内市町村に示すことが大事だろうと思いま

す。先ほどの医療的ケア児にしても、ヤングケアラーあるいはケアリーバーにしても、今、

県の方はこの「子ども・子育て支援事業支援計画」と「次世代育成支援行動計画」をセット

で動いていますが、自治体によってはもちろんセットの所もあれば、これにさらに子供・若

者計画の３点セットのところもあれば、三つバラバラのところもおそらくあって、ヤングケ

アラーとかケアリーバーということになると場合によったら、子供・若者計画の方で重点的

にやっているケースもあり、市町村によってその辺の組み立てがかなり違います。これが後

の話題になると思いますが、こども家庭庁でかなり包括的に子供・若者計画も含めてやる形

に多分なっていきますので、その動きをにらみつつ、市町村というよりは、むしろ県がベク

トルをうまく示してあげて、県内市町村がいい方向、いい意味で足並みをそろえて、自分の

地域特性に応じた展開ができるような、あるいは中間の見直しにつながるような、市町村も

喜べるような考えを、データだけじゃなく、示すことが大事だと思います。これは私の要望

でございますので、そんなふうに考えているということです。以上です。 

 

○鬼頭会長 

吉田委員ありがとうございました。要望だということでございますけども、これから需要
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の縮小ということも考えて非常に複雑なところに今差しかかっていると思いますが、いかが

でございましょうか、県の方で何かお答えありますでしょうか。 

 

○後明次世代育成課長 

ご意見、誠にありがとうございます。委員のおっしゃっていただいたとおり、私どもも、

市町村の動向等もお聞きしながら、また県としてできること、アピールしていけることを考

えて、これから見直しについて取りかかっていきたいと考えております。 

貴重なご意見ありがとうございました。 

 

○鬼頭会長 

ありがとうございました。吉田委員よろしいでしょうか。 

 

○吉田正幸委員 

はい、結構です。ありがとうございます。 

 

○鬼頭会長 

それではお手を挙げてらっしゃる尾木委員、お願いいたします。 

 

○尾木委員 

ありがとうございます。私も意見を申し上げようと思ったことを今吉田委員がおっしゃっ

てくださったところがあります。 

令和３年度かなり、保育所やそれ以外の保育施設でも、定員割れの問題が非常に大きかっ

たので、そのことを考慮しながら今後の計画を見直し、その需給差がなぜ生じているかとい

うところの背景をしっかり掴んで対応していただくことが必要かなと思っています。 

それともう 1 点ヤングケアラー支援のことがお話にありましたけれども、最近色々調査等

も行われていますが、本人自身に、そういった自分に対する支援があるんだとか、相談先、

相談してもいいんだという意識がまずないと思うんですね。家庭内のことは家庭内で片付け

なければならないと考えている人がものすごく多いので、その本人だけじゃなくて周りで気

づくことも大事ですので、こういったヤングケアラーという存在があることの普及啓発と言

いますか、そういう支援が用意されてるんだということを、本人だけではなくて本当に県民

の方によく知っていただくような啓発の取り組みが必要ではないかと思っています。 

意見です。以上になります。 

 

○鬼頭会長 

ご意見だということですが、何か次世代育成課の方でありますか。 

 

 

○後明次世代育成課長 

ヤングケアラーということなので、子ども家庭課の方から何かあればお願いいたします。 
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○小森主幹（子ども家庭課） 

普及啓発の部分については、ヤングケアラーについての実態の把握と、必要なサービスを

提供する、ニーズの掘り起こしというところが非常に課題であると思っています。課題も多

岐にわたるというところで、庁内での連絡会議をやっているところなのですが、その中には

教育の方も入っておりまして、学校を通しての子どもたちへの普及啓発といった取り組みも

並行して進めていかないといけないと考えているところです。 

 

○鬼頭会長 

尾木議員よろしいでしょうか。 

それではお手を挙げている方がお 2 人いらっしゃいます。まず、先ほどこちらの方からお

願いしましたけれども、山重委員、お願いいたします。 

 

○山重委員 

ありがとうございます。先に発言させていただきます。 

先ほどお話いただきました子どもの数の減少、利用者数の減少のことについて、残念なが

らご説明のところを聞くことができなかったのですが、私が理解した範囲では子どもの数が

想定以上に減っていて、事業の方の見直しをしていかなければならないということだったか

と思います。先ほどもコメントがありましたように、地方部と都市部ではやはり、かなり違

う状況があって、地方部では定員割れっていうところがやっぱり出てきている、これも日本

全国で起こっていることですけれども、この状況がある一方で、都市部ではまだ引き続き利

用率、利用したいっていうご家庭の割合は上がっていくのではないかなというふうに思って

いるところです。 

以前ちょっと簡易な推計でしたが、横浜市では、子ども数が減り始めても、利用希望率が

高まって 2030 年ぐらいまでは、保育需要は伸びるだろうというのが私自身の推計結果でし

た。ですから、子どもの数が減っても、保育所を利用したいっていう人が増えれば、実際の

利用者数っていうのは増えていくので、これは都市部ではまだ引き続き起こるのではないか

というふうに思っています。横浜市さんはちょっと対象外となると思うのですが、川崎市さ

んでも、同じようなことが起こるのではないかと思いつつ、それが必ずしも私の予想があま

り反映されてなかったのでどんなふうに推計されたのかという点がちょっと気になったとこ

ろでした。 

それともう一つ気になるのが、出生率が、神奈川県でどうなったかは把握できなかったの

ですが、日本全国ではこの数年出生率が低下しています。コロナの影響でさらにこの出生数

が減るということが起こっていて、2020年・2021年の状況に関しては、コロナの影響で、保

育の利用者数が減るとか、子どもの数が減るとかっていったことも、まだ大きな影響ではな

いかもしれませんけど、出てるのではないかと思っています。今回の推計において、コロナ

の影響は、どれぐらいなのかということもきちんと織り込んで推計していらっしゃることが

期待されるところなんですけれども、その点についても、もし分かれば、教えていただけれ

ばというのが 2点目のお願いになります。 

最初の方は、保育所を利用したいというご家庭が、今後とも増えていくのではないか、と

いう印象を持っていて、その点についての考慮が行われているか。 
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それからコロナの影響はどのように考慮されているかっていうことです。 

最後コメントですが、やっぱり出生数が減って、児童数が減る利用数が減るっていうのは、

保育の観点から言えばいいことですよね。負担が減りますので、利用する人が減るというの

は保育の超過需要が減っていくっていう意味ではいいのですが、町全体・県全体としては決

して望ましいことではなく、やっぱり引き続き、神奈川県で子どもが安定的に推移していく

ということが望ましい状況で、そのような戦略的な方向性を考えたときに、保育所を有効活

用して、それを実現可能にするといったことも、つまり「戦略として、保育所整備をどうす

るか」というのも考えていく必要があるのではないかと思っています。少子化の流れへの対

応としても、減らしていきましょうという考え方がある一方で、積極的にこれを活用しても

らって、子どもを産み育てやすい環境にしましょう、県にしましょうという発想もあるよう

な気がしますので、そういう方向性で保育所の整備ということも考えられるのではないかと

いう気がしています。 

こちら最後はコメントですけれども、お話させていただきました。 

 

○鬼頭会長 

分かりました。ありがとうございます。コロナ禍の影響というのは非常にややこしくて、

国全体としては出生数が大幅に減ったということがありますけれども、一方では局地的には、

若い世代が都心部から郊外へと動いているということもあるし、そうなってくると、非常に

そこを読み込むのは難しくなってくるかと思いますが、山重委員からのご指摘につきまして、

次世代育成課でいかがお考えか、もし、はっきり方向が出ておりましたらお教えください。 

 

○後明次世代育成課長 

ありがとうございます。山重委員ご指摘のとおり、色々コロナの影響というのも考えてい

かなければいけないというふうに私どもも考えておりまして、一つ目の保育所の人数に関し

ましては、やはりコロナの影響があるかと思うのですが、出生数が下がっていても、保育ニ

ーズは上がっているという、数字的には見えているところもございますので、保育所を利用

したいという人は増えているというふうに考えております。 

一方で、コロナに関しましては、直接コロナの理由かどうかというところもあるのですが、

０歳児の保育ニーズというのがそれほど伸びていなくて、むしろ、１・２歳児の保育ニーズ

が伸びているというところも数字的には見てるところもありますので、それがコロナのせい

なのかそれとも、コロナよってご家庭の保育の形といいますか、例えば、テレワークになっ

たとか、もしくは育児休業の取得期間が延びていると、そういった理由でそういう数字に表

れているのかというところは、もう少し精査をしないと、分かってこないと考えております。 

ただ、先ほどご説明させていただきましたとおり横浜市と、川崎市のみ昨年度見直しをさ

れておりまして、両市につきましては特にそのコロナの要素を加味した、加味していないっ

ていうところは言及されていないというふうに聞いておりますので、現時点での数字での推

計をされているというふうに、私どもは捉えてございます。 

 

○鬼頭会長 

これからそれを検討していきましょうということだろうと思いますので、今、多分、がっ
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ちりと決まってるということではないかと思いますのでよろしくお願いします。 

山重委員、よろしいですか。 

 

○山重委員 

ありがとうございました。 

 

○鬼頭会長 

それではお二人今、手を挙げてらっしゃいますが、池宗委員、お願いいたします。 

 

○池宗委員 

時間も関係もあるので、端的に話をさせていただきたいと思います。 

新規要素の「ケアリーバーの支援」はとても重要だと思っていまして、ここに書かれてい

る、アウトリーチというのが何かをもう少し具体的に話を聞いた上で、意見を述べさせてい

ただこうと思っていたのですが、なかなか相談救済、それから支援をしようとしていても、

それが子どもにつながらないというのが現状としてあるのかなと感じております。例えばこ

のヤングケアラー支援についても、相談できるＳＮＳ相談窓口ということも重要で、特にＳ

ＮＳは、今の子どもたちの取っかかりとしてはとてもいいのですが、ＳＮＳだからこその問

題というのもあったりするので、やはりこの「アウトリーチ」というのが重要なのではない

かと思います。先ほどお話があったとおり、そもそも自分はヤングケアラーに当たるという

認識があるかどうかという問題もあると思いますので、「アウトリーチ」というのはとても

私は重要だと考えております。これはケアリーバー支援もそうなのですが、実はヤングケア

ラー支援もそうなのではと思っておりますので、この辺りに力を入れていただければという

のが私の意見でございます。以上です。 

 

○鬼頭会長 

ありがとうございます。 

ただいまのご提案というかご意見について、県の方、よろしいですか。 

 

○小森主幹（子ども家庭課） 

「アウトリーチ」のお話ですけれども、まず「ケアリーバー」へのアウトリーチの支援と

しましては、先ほどお話いたしました「あすなろサポートステーション」を中心に行ってい

るところなのですが、施設を退所し、仕事を始めたり、そういう生活が始まった後に、どう

しても連絡が途絶えがちになってしまうというところがございます。そこを積極的かつ丁寧

な働きかけを行っていくということで、定期的に連絡を取ったり、あすなろサポートステー

ションの方に来てもらって、一緒に食事を作るとか、そういう機会を設けたりしているとこ

ろです。 

あと、施設入所中からあすなろサポートステーションとつながりを持つというところも非

常に重視しておりまして、県所管域の児童養護施設を退所される高校生、卒業して退所され

る方が大体年間 40 名程度いらっしゃるのですが、そうした方たちと施設入所中からつなが

りを持っておくということを中心に行っているところです。 
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また、「ヤングケアラー」へのアウトリーチでは、「ケアラー支援専門員」を配置してい

るのですが、それは電話相談とかＳＮＳに入った連絡を、最寄りの市町村につなげていくよ

うな役割をイメージしているところです。場合によっては本人と接触するというところも考

えておりますし、必要な情報を提供するとともに、必要な窓口につないでいくということを

やっていこうと考えているところです。 

 

○鬼頭会長 

ありがとうございました。池宗委員よろしいでしょうか。 

それではお待たせいたしました。伊藤委員お願いいたします。 

 

○伊藤委員 

時間のないところ申し訳ございません。 

教育の視点から２点ほどお願いしたいと思います。 

一点目は小学生の学童保育、放課後支援という課題があります。 

海老名市はちょっと特性が違って、児童・生徒数はそれほど減っておりません。そういう

中で学童待機者がいてはいけないということで、子どもが３歳ぐらいから、保護者に「学童

に入りますか」という調査を行っています。そうすると、児童数はあまり変わらなくても、

学童保育のニーズはすごく上がっています。多分、若い人たちのライフスタイルが大きく変

わってきてるのかなとすごく感じています。今後も小学校１年生になるときに学童に入れな

いということがないようにするために、必死になって取り組んでいますが、やはりニーズと

いうか、例えば、結婚された方々がどのようなライフスタイルなのかという、若い方のニー

ズを計画の中に上手く入れていくことが重要ではないかと思います。 

二点目はヤングケアラーの問題なのですが、「ヤングケアラー」という名前が出る前に、

学校でどんな形で察知したかというと、不登校で学校に来られない子どもの話を相談員さん

とかみんなで聞いたら、どうもその不登校の要因が、お家の人のお世話で学校に来られない、

今で言う「ヤングケアラー」に当たるような事象だということを、そこで初めて知るという

状況でした。何年か前に厚生労働省か文部科学省がヤングケアラーのことについて調査した

ら、ほとんどの子どもは「知らない」という回答でした。私どもの海老名市でも、ある中学

校が抽出されて調査されたのですが、ほとんどの子は「知らない」と。そのため、昨年の夏

に海老名市独自でヤングケアラーのパンフレットを作って、中学生全員に配り、小学校高学

年にもすぐに配りました。そういう中で、子どもたちが普段自分たちの生活で普通にやって

いることが、「ヤングケアラー」に当たるんだということをまず認識して、そのことが、自

分の学校生活や生きづらさにつながっているっていう感覚を自分で発することができるよう

な、そういうものをつくり上げる必要があるかなと思っております。もちろん、各市町村も、

教育と福祉が連携して様々なシステムを作っていますけれども、例えばコールセンターを作

ることとか、支援員を置くとか、カフェとかこういうことはもちろん大事ですけれども、具

体の場面で本当にどのような形が一番有効なのかということが、県民の方々や家庭の保護者

の方に見えてくると違ってくるかなあと感じています。まず子どもたちが、「ヤングケアラ

ー」であると認識できるようになるような、そういうベースの部分を強化する必要があるか

なと思っています。意見でございますので、検討していただければと思います。 
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○鬼頭会長 

ありがとうございました。伊藤委員から、問題の発見であるとか、あるいはニーズの振り

出しというか、どうやって見出していくかということについての現場からのご提案だったと

思いますが、県の方から何かございますでしょうか。 

 

○後明次世代育成課長 

まず一つ目の放課後児童クラブのニーズのお話、大変難しい問題だと、伊藤委員のお話を

伺って再認識したところでございます。やはり最近は学校が終わった後の子どもの居場所の

選択肢も増えてきているのではないかと思います。 

その中で、子どもさん親御さんがどこを選ぶかというところでも、またニーズが変わって

くるところもあって、おそらく各市町村さんもそのニーズの捉え方にかなり苦労されている

のではないかなと思いますので、そのあたりを、私どもも市町村さんの考え方などもご参考

にさせていただきながらというふうに、考えているところでございます。 

私からは以上ですが、「ヤングケアラー」つきましては、子ども家庭課の方から何かあり

ますでしょうか。 

 

○小森主幹（子ども家庭課） 

子ども家庭課小森でございます。委員からご指摘いただいたとおり、やはり子ども自身が

発信できるということが非常に大事かなと思います。併せて、周りが気づいてあげられると

いうことが大事だと思います。このケアラー・ヤングケアラーという問題については、今新

しく起きた訳ではなくて、昔からあった事象ではあるのですが、そうしたことを相談しても

良いのだというような、そういう風潮が、世の中にできてくることが大変重要かなと思って

おりますので、そういった意味での普及啓発というのは、今後も努めて参りたいと思います。 

あと、子どもについて言うと、やはり「気づく」というのは、学校の現場が一番の窓口に

なると思います。今ソーシャルスクールワーカーとか、学校の方でも市の相談窓口なり児童

相談所につなぐと、コーディネートするという機能もございますので、そうしたところを十

分連携しながら、支援をしていければというふうに考えているところです。 

 

○鬼頭会長 

ありがとうございます。伊藤委員、よろしいでしょうか。 

 

○後明次世代育成課長 

すみません会長、今、子ども教育支援課の職員も入っておりますので、一言あれば。 

 

○鬼頭会長 

そうですか。では、よろしくお願いします。 

 

○藤瀬指導主事（子ども教育支援課） 

子ども教育支援課の藤瀬と申します。 
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先ほどありましたヤングケアラーの問題、やはり子どもたちに啓発をして、子どもたち自

身の意識を高めていく、子どもたち自身がそういった状況で不登校になったり、それで生き

づらさにつながっているということは、自分の成長にとってマイナスなことなんだというこ

とを知るということは非常に重要だと思います。 

これまでも、学校教育の、例えば５・６年からスタートする家庭科の学習の中では、自分

が家庭の中でどんな役割を担っているのか、どんな役割を担うことが家庭の中でのみんなに

とっての幸せな生活につながっていくのか、というようなことを学習する機会があります。 

そういった様々な学習の機会の中で、自分の家庭での生活というものを子どもたち自身が

見直していくということは非常に重要なことだと思います。 

そういった学校教育の様々な機会の中で、子どもたち自身がそういったことに気づき、最

終的には発信していく、そういった力を身につけさせていくのも学校教育の役割だなと感じ

ます。 

 

○鬼頭会長 

ありがとうございました。現場でいろんなお立場の大人が入ってると思いますけれども、

是非そういう気づきを大切にしていただきたいと思います。 

それでは、吉田眞理副会長お願いいたします。 

 

○吉田眞理副会長 

すみません、お時間がない中で一つ教えてください。医療的ケア児についてなんですけれ

ども、医療的ケア児を受け入れようとする施設等にアドバイザーを派遣するのは大事なこと

だと思いますが、そもそも医療的ケア児を受け入れてもいいと思っている園は少ないですよ

ね。医療的ケア児を受け入れる受け皿というか、可能な園を増やしていって、医療的ケア児

を育てている保護者の方が「預けられる」、「預けてみよう」、「子どもがもっといい環境

で育つように」と希望が持てるような、受け皿の増やし方を何か考えていらしたら教えてい

ただきたいです。 

 

○鬼頭会長 

それでは障害福祉課の方でお願いできますでしょうか。 

 

○柳澤グループリーダー（障害福祉課） 

障害福祉課の柳澤と申します。 

障害福祉課におきまして、今「医療的ケア児支援センター」の準備を進めているところで

ございますが、この設置に当たりまして、実際に医療的ケア児の保護者の方からご意見を頂

戴いたしました。 

その中では、この支援センターに相談したい内容として、やはりこの医療的ケアのある子

どもを受け入れてくれるような保育所の情報を教えて欲しいというご相談もかなりの件数で

上がって参りましたので、やはりそういった受け皿となる保育所を増やしていくという施策

が重要になってくると思います。これにつきましては、県庁内で関係する各課で情報共有し

ながら、その実現に向けて進めて参りたいと思っております。 
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○鬼頭会長 

吉田副会長、いかがでしょうか。 

 

○吉田眞理副会長 

ありがとうございます。是非その文言を施策の柱に入れていただけると嬉しいです。よろ

しくお願いいたします。 

 

○鬼頭会長 

  ありがとうございます。 

それでは竹内委員、子育ての当事者という立場で入っていただきましたけれども、手を挙

げていただきました。お願いいたします。 

 

○竹内委員 

  ありがとうございます。今回私は子育て当事者という立場で参加させていただくに当たっ

て、私だけではなくて、色々なママさん、パパさんに「今一番何が困っているのか」という

ことを聞きました。今、私自身は新小学校１年生と２歳の二児の父なのですが、未就学児と

か小学校低学年のお子さんをお持ちの方が目下抱えている一番大きな課題は何かと聞いたと

きに、「休園と休校による影響」と言っていたのが大多数でした。先ほどの山重委員の「コ

ロナ禍の影響」と若干重複しますが、私自身の経験から言いますと、つい最近まで年長児だ

った長男の幼稚園と次男の保育園の休園の日数は、今年の１月のオミクロン株の影響で、１

月から３月まで 26 日間ありました。それによって、それが細切れに、交互にきたりしてい

て、我々保護者も休まないといけないし、当然ながら子どもの成長とか発達も遅れていきま

すし、それが小学校になりますと学習も遅れていくということになると、そこのフォローを

休園・休校の時に、学校だったり園だけが担うのはきついのではないかと考えたときに、県

としてやっていただけることがないか、と考えています。今回の「子どもみらいプラン」の

ような長期のプランではなかなか反映させていくのは難しいのかなと思うのですが、今回見

直しのタイミングということで、医療的ケア児とかヤングケアラーというのは非常にタイム

リーですし、重要な課題だと思うんですけれども、「コロナ禍での休校・休園」というのも、

今後もおそらく出てくると思いますので、そこでのフォローをどうやってしていただけるか

ということも考えていただけたら有難いと思っております。 

 

○鬼頭会長 

  ありがとうございます。大変身近な問題と言いましょうか、一番の悩みかと思いますが、

これについて県はいかがでしょうか。 

 

○後明次世代育成課長 

  ありがとうございます。非常に身近かつ差し迫った課題というふうに認識しております。

今この場で妙案といいますか、県としてこうしてまいりますというお答えはなかなか難しい

ので、宿題とさせていただきたいと存じますけれども、課題ということで認識はしてござい
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ますので、ご意見ありがとうございます。 

 

○鬼頭会長 

  竹内委員よろしいでしょうか。 

 

○竹内委員 

  はい、ありがとうございます。 

 

○鬼頭会長 

あと残りが５分程度になってしまいましたが、直接担当の職員から聞きたい、確かめたい

ということがございましたらお手を挙げていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

萩原委員、お願いします。 

 

○萩原委員 

  医療的ケア児のことなのですが、先日もうちにケア児の照会がきました。今、近隣の保育

所で看護師を配置しているところが少ない、医療的ケア児を見てくれるところがないという

ことで、うちの看護師は、看護師以外にも専門的な資格を色々持っているために打診があり

ました。この前１件あった照会はお断りしたところなのですが、なぜかと言いますと、お母

さんが勤務中に、お子さんを保育園に預けて 10 時間程度、これを必ず一人の看護師さんが

見ていただけないかという、そういう言い方なんですね。何か問題を起こした場合にはすべ

て保育園側が責任持ってもらえるのかとか、そういう親御さんの位置づけで来られたもので

すから、なかなか難しい。それとやはり医療的ケア児の対応になりますと、１対１の場面が

多くなってきまして、今保育士がいない中で１対１の環境をつくっていくというのはなかな

か難しいところがございます。 

もしできれば、医療的ケア児の支援をする場合において、施設側における加配等を、補助

をよこせということではなくて、配置を１人増やせるような部分を考えていただけないか、

と思っております。ある県では、障がいを持つ子が療育手帳を持っていようと、持っていな

かろうと、保育士１人を加配してくださる県があるみたいです。ですから、こういうことも

一つ、新しい支援の中で、神奈川県としても加配を進めていっていただければ、こういう事

業が進んでいくのではないかと考えますので、ご検討のほどをよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○鬼頭会長 

  ありがとうございます。医療的ケア児の支援について、県の方で何かお答えいただくこと

はありますか。 

 

○後明次世代育成課長 

  ありがとうございます。萩原委員から、現場の非常にリアルな声をいただき、また具体的

なご提案を頂戴しましたので、こちらとしましても、どういったことができるかということ

を検討させていただきたいと思います。貴重なご意見ありがとうございました。 
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○鬼頭会長 

  ありがとうございました。萩原委員、よろしいでしょうか。 

それでは、ほぼ予定の時間になりました。これは後で事務局の方からご説明いただきたい

と思いますけれども、今日はかなりざっくりした方向性に関わる話だったものですから、議

論としては普段お悩みのことを、あるいは問題点ということを紹介していただく形で終わり

まして、これを一つ一つ取り上げて、どうしていくというところまでいきません。これは秋

になって始まることだと思いますが、それまでに、ただいまのような色々ご提案とか、ご質

問等あったらば、委員として、子ども・子育て会議の事務局にお送りして、何かメッセージ

というか、質問を送っていただけたらいいかなと思っていますが、事務局の方で何かそんな

対応していただきますか。 

 

○後明次世代育成課長 

  はい。もちろんです。ありがとうございます。 

今日は限られたお時間なので、お聞きになりたいことまだまだおありだったかと思いますの

で、事務局の方にお送りいただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

○鬼頭会長 

はい。それでは、「かながわ子どもみらいプラン」の中間年の見直しということで今日は

話を進めて参りましたけれども、今日のご提案とか、ご質問と、それからこれからいただけ

ると思いますけれども、ご意見を反映して事務局に作業を進めていただきたいと思っており

ます。 

今日はこれでよろしいかという決定の場ではないのですが、そのような方向でいきたいと

思います。いかがでしょうか、よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

  それでは続きまして報告事項でございます。事務局よりご説明をいただきたいと思います。

お願いします。 

 

○後明次世代育成課長 

【資料２に基づき説明（こども家庭庁創設の動向）】 

 

○鬼頭会長 

こども家庭庁につきましては国会で審議が始まりまして、関心を持っている方も多いので

はないかと思います。この場でも、どういう方向に国の施策が動いているか注視していると

ころでございますけども、ただいまの説明につきまして、ご意見あるいはご質問ありました

らば、短い時間ですけれども、ご自由に賜りたいと思います。いかがでしょうか。 

これはこれからの話だと思いますけれども、私の方から一つお伺いしたいと思いますが、

国の方では、この「こども家庭庁」の所管が内閣との関係で置かれると聞いていますけれど

も、子どもの生活、それから成長に関わる部局は多岐にわたると思いますが、全体の舵取り

をしていく、中心になっていくというところはやはりこの次世代育成課と考えてよろしいの
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でしょうか。それとも、何か別の会議体のようなものが、県内につくられる予定でしょうか。

分かる範囲で教えていただければと思いますけれど。 

 

○後明次世代育成課長 

ありがとうございます。この「こども家庭庁」の動きはまだちょっと見えないところもご

ざいますので、確たる方向性が県の中でも決まっているというわけではございませんけれど

も、ただ私ども次世代育成課では、今回中間見直しを行います「かながわ子どもみらいプラ

ン」を所管してございますので、基本的には、私どもが中心になっていくと考えているとこ

ろでございます。 

 

○鬼頭会長 

分かりました。是非、調整役ということになるかと思いますけれども、中心になって、子

どもが生まれてよかったとか、あるいは育ててよかったという県にしていただきたいと思い

ます。 

何かご自由ご発言いただければ、特にご意見ございませんでしょうか。特段ご意見ござい

ませんようでしたらば、次に移らせていただきたいと思います。 

事務局の方から何かございますでしょうか。 

 

○七浦副主幹（次世代育成課） 

２点事務連絡がございます。 

まず、本日の会議の議事録につきましては、追って、委員の皆様に内容確認の依頼をさせ

ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、次回の会議の予定でございます。 

スケジュールでご説明させていただいたとおり、10 月を目途に、素案を作成したいと思い

ます。概ね 11 月頃を目指して、次回の会議を開催させていただきたいと思いますので、ま

たご連絡をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○鬼頭会長 

ありがとうございます。次回の会議はこれからということですね。 

今日は、新しい委員も参加していただきまして、いろいろご意見賜りました。非常に大き

な時代の節目でもあると同時に、コロナ禍というような短期的な撹乱要因もある中で、結婚

する方が減ったり、あるいは子どもの数が減ったりする中で、将来的な人口が減少していく

わけですが、需給の問題、教育・保育に関わる需給の問題というのは非常に難しいところに

差しかかっているかと思います。神奈川県で子育てが楽しくなるような、また子どもたちを

育てられやすいように支援をしていただければと思いますので、これからも積極的にご意見

を賜りたいと思います。 

今日は大きな話だったものですから、もう少しテーマを区切って議論していただければよ

かったと思いますけど、不手際ありまして、申し訳ございませんでした。 

それでは進行を事務局の方にお返しいたします。 

今日はご参加ありがとうございます。 
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○松谷子どもみらい部長 

  ありがとうございます。 

本日は皆様から様々なご意見を頂戴いたしました。本当にありがとうございます。 

今後プランの見直しに向けて県としても取り組んで参りたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

それではこれをもちまして、令和４年度第１回神奈川県子ども・子育て会議を閉会いたし

ます。本日はどうもありがとうございました。 

 

以上 


